
仕 様 書 

 

1.件名     八尾市立曙川小学校増築に伴う備品一式の製造請負 

 

2.仕様及び数量 別添「備品リスト」のとおり 

 

3.納入期限等  令和８年３月 31日(火) 

（納入場所となる建物は、現在、増築等工事中である。（令和８年２月 28

日竣工予定であり、竣工後令和８年３月２日（月)以降、令和８年３月 31

日(火)までに納品すること。なお、詳細日程は教育施設課と日程調整を

密に行い、納品すること。） 

 

4.納入場所   八尾市立曙川小学校新校舎（八尾市八尾木東二丁目 28番地） 

        ※納入場所の詳細は、別添「備品リスト」及び「家具配置図」に記載。 

 

5.製品について 

(1)物品個別の仕様、数量等は「備品リスト」の要件を満たすものとし、「備品リスト」

に示した品物と同等以上のものを納入すること。 

(2)納入する物品は、「備品リスト」に記載の品目毎に、同一の物品とすること。 

(3)納入する物品の色調については、統一性をもたせること。「備品リスト」に特記のあ

るものは、その要件を満たすこと。 

(4)納入する物品は、文部科学省が定める「学校環境衛生基準」に示されているホルムア

ルデヒド等の揮発性有機化合物の放散量を下回るものでなければならない。特に木質材

に関しては、ホルムアルデヒド放散等級が「F☆☆☆☆」のものとする。  

(5)グリーン購入法特定調達品目の対象となる品目の場合は、同法で定める各判断基準に

適合する製品であること。 

 

6.納品について 

(1)納品する日時・設置場所等については教育施設課と打ち合わせを行うこと。 

(2)納品にあたっての運搬、指定場所への設置（家具配置図のとおり）、組み立て及び検

査は、受注者が全ての費用を負担し実施すること。 

(3)すべての家具について金具等を使い固定すること。固定に際しては、納品の前に実測

による調整を行うこと。 

(4)高さが1600ミリ以上の家具については、原則、転倒防止措置として、家具上部に２箇

所以上アングル金物を用いて壁に固定すること。 

(5)運搬車両については、グラウンド内に入ることから４トンまでとすること。 

(6)納入にあたっては、ドア・床・壁・その他必要な場所の養生をすること。納品時等に

おいて建物に損傷を与えた場合、受注者の負担で原状復旧すること。 



(7)納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃すること。 

(8)納品された家具等の取扱い説明を行うこと。また、日本語による取扱い説明書を付属

させること。 

(9)納入する物品の保証期間を納入日から1年以上とし、設計・製作・施工等の不備により

生じた故障については無償で修理または取替えを行い、正常な状態に戻すこと。  

 

7.特記事項 

(1)「備品リスト」のうちＡ～Ｅにおいては、仕様がわかる資料として図面を添付し、入

札公告に示す質疑期間内に質疑にて確認を行い承認を得ること。 

(2)「備品リスト」のうち、Ｆについては参考品、または同等品とする。 

(3)同等品での入札参加は、事前に同等品の申請を行い承認を得ること。同等品で応札す

る場合は、製品メーカー、品番、定価を明示したうえでカタログ等製品の仕様がわかる

資料を添付し、入札公告に示す期間内に同等品申請を行うこと。 

(4)同等品の可否についてはカタログ等により公表されている情報（材質、規格、機能、

品質、安全性、耐久性、定価等）にて判断する。 

(5)受注者は契約締結後、製品の製造前に製品メーカーや納入製品の名称などがわかる資

料、寸法の記載された図面、構造、材質等仕様の確認ができる資料を事前に提出し発注

者の承認を得ること。 

(6)現地での実測については発注者に相談のうえ、指定された日時で行うこと。 

(7)その他、本仕様に定めのない事項で疑義が生じた時は、教育施設課と協議し、その指示

に従うこと。 



 

 

 

暴力団等不当介入に関する特記仕様書 

 

 

 

八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、次のとおり措置するものとする。 

 

（１）受注者及び下請負人等が契約履行に当り、暴力団員又は暴力団密接関係者による不

当介入を受けたときは、八尾市暴力団排除条例第９条第２項に基づき、速やかに本市

に報告するとともに、警察への届出をすること。 

（２）前項の報告義務を怠ったと認められるときは、入札参加停止措置を行うものとす

る。 

（３）受注者及び下請負人等が第１項の不当介入を受け、同項の規定に従い適切な報告、

届出又は指導を行ったと認められる場合に限り、必要に応じて、履行期限の延期等

の措置を講じることができる。 

 



№ 階数 部屋名 参考品名 参考メーカー 参考型式 仕様 備考
購入
数量

A 1階 教室 児童用ランドセル棚 西尾家具工芸社 CRR-W2.C.P
W1100*450*1100

2列4段
家具詳細図(参考図）を確認し、図面を提出すること。 7

B 1階 教室 児童用ランドセル棚 西尾家具工芸社 CRR-W2.A.P 
W2180*D450*H1100

4列4段
家具詳細図(参考図）を確認し、図面を提出すること。 14

C 1階 教室 教師用戸棚(1) 西尾家具工芸社 CRKT-W0.ZZ W1200*D550*H1950 家具詳細図(参考図）を確認し、図面を提出すること。 7

D 1階 教室 児童用小物入れ 西尾家具工芸社 CRR-W1.ZZ W1630*D350*1000 家具詳細図(参考図）を確認し、図面を提出すること。 14

E 1階 教室 教師用戸棚(2) 西尾家具工芸社 HCB-1L.B.B W1300*D400*H750 家具詳細図(参考図）を確認し、図面を提出すること。 7

F ピロティ プラスチックロッカー ㈱フジ MS（最下段）、MSR
W285*D350*H292（292＋50）

扉が透明であること。

MS×５及びMSR×15を１単位とする。
（５×４段）
家具詳細図(参考図）を確認すること。
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